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改
正
労
働
基
準
法
と
労
働
安
全

衛
生
法
は
、
2
0
1
9
年
4
月
か

ら
既
に
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
取

り
組
ん
で
い
な
い
事
業
者
に
は
、

事
業
リ
ス
ク
が
生
じ
て
い
ま
す
。

ま
ず
何
が
問
わ
れ
て
い
る
の
か

把
握
が
必
要
で
す
。
今
回
の
改
正

に
よ
り
罰
則
規
定
は
強
化
さ
れ
、

違
法
な
状
態
を
放
置
す
る
と
、
懲

役
や
罰
金
の
対
象
（
6
カ
月
以
下

の
懲
役
又
は
30

万
円
以
下
の
罰

金
等
）
と
な
る

か
ら
で
す
。

◆
時
間
管
理
の

義
務
化
。
管
理

職
も
含
み
適
正
な
時
間
管
理
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。残
業
時
間
、

休
憩
時
間
、
休
日
・
深
夜
労
働
を

含
み
、
労
働
者
の
健
康
に
配
慮
す

る
義
務
が
、
使
用
者
に
課
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。猶
予
措
置
は
な
く
、2

0
1
9
年
4
月
か
ら
適
用
で
す
。

◆
10
日
以
上
有
休
保
持
者
の
年
5

日
の
有
給
休
暇
消
化
の
義
務
化
。

こ
れ
も
2
0
1
9
年
4
月
か
ら
す

で
に
義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
違
法
な
時
間
外
労
働
は
、
労
働

基
準
法
違
反
で
す
。

○
36
協
定
の
締
結
な
し
で
、
残
業

さ
せ
た
。

○
36
協
定
で
定
め
た
上
限
を
超
え

て
残
業
さ
せ
た
。

○
月
80
時
間
以
上
の
残
業
は
重
点

チ
ェ
ッ
ク
項
目
で
、
複
数
月
で
超

え
る
と
過
労
死
防
止
ラ
イ
ン
を
突

破
し
ま
す
。
月
1
0
0
時
間
以
上

の
時
間
外
労
働
は
、
1
カ
月
で
過

労
死
防
止
ラ
イ
ン
を
超
え
、
事
業

者
は
長
時
間
労
働
に
よ
り
労
働
者

の
健
康
に
異
常
が

あ
れ
ば
、
安
全
配

慮
義
務
を
問
わ
れ

ま
す
。

罰
則
付
き
の
時

間
外
労
働
の
上
限

規
制
に
つ
い
て
は
、
適
用
が
5
年

間
猶
予
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
違

法
な
長
時
間
労
働
が
原
因
で
の
疾

患
で
死
亡
や
障
害
が
発
生
し
た
場

合
、
認
定
に
よ
り
労
災
保
険
が
適

用
。
労
災
保
険
を
超
え
る
損
害
部

分
に
つ
い
て
、
事
業
者
は
安
全
配

慮
義
務
等
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責

任
を
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。
こ
の
安
全
配
慮
義
務
に
、
猶

予
措
置
は
あ
り
ま
せ
ん
。

事
業
主
は
今
ま
で
以
上
に
法
令

遵
守
が
必
要
で
す
。
36
協
定
の
締

結
と
5
日
間
の
有
休
取
得
、
時
間

管
理
と
未
払
残
業
代
の
解
消
に

は
、
至
急
の
対
応
が
必
要
で
す
。

特
定
社
会
保
険
労
務
士

松
浦

洋
一
郎

松浦さん

【
産
業
対
策
局
発
】
労
働
者
供

給
事
業
は
、
職
業
安
定
法
第
45
条

で
労
働
組
合
等
に
認
め
ら
れ
た
事

業
で
す
。
組
合
が
無
料
で
組
合
員

で
あ
る
労
働
者
を
、
労
働
協
約
を

締
結
し
た
企
業
に
供
給
す
る
こ
と

を
可
能
と
し
て
い
ま
す
。

大
き
な
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
組

合
が
企
業
と
雇
用
条
件
を
決
定
す

る
た
め
、
一
定
の
賃
金
が
保
障
さ

れ
、
中
間
搾
取
（
ピ
ン
ハ
ネ
）
も

な
く
企
業
か
ら
直
接
、
賃
金
が
支

払
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
組
合
は
労
働
者
の
権
利

を
守
る
立
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

労
災
保
険
・
雇
用
保
険
・
健
康
保

険
・
年
金
保
険
が
適
用
さ
れ
、
安

心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
雇
用
・
年
金
・
健
保
の
適
用
は

一
定
の
雇
用
条
件
を
満
た
す
必
要

あ
り労

働
者
供
給
事
業
の
目
的
は
、

仕
事
不
足
の
解
消
と
労
働
条
件
を

改
善
す
る
こ
と
で
す
。
東
京
土
建

の
賃
金
調
査
で
は
、
日
給
1
万
円

以
下
で
働
く
仲
間
も
い
ま
す
。
組

合
が
仕
事
を
確
保
し
、
労
働
条
件

を
改
善
す
る
こ
と
が
労
働
者
供
給

事
業
の
存
在
意
義
で
す
。

登
録
希
望
者
へ
の

研
修
会
を
開
催

多
く
の
仲
間
が
よ
り
よ
い
暮
ら

し
を
す
る
た
め
に
、
東
京
土
建
で

は
こ
の
供
給
事
業
を
重
要
課
題
と

し
て
位
置
づ
け
、
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
。

ま
ず
、
労
働
者
供
給
事
業
へ
の

登
録
希
望
者
を
対
象
に
、
本
部
研

修
会
を
以
下
の
日
程
で
開
催
し
ま

す
。
登
録
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

所
属
の
支
部
に
て
仮
登
録
用
紙
に

記
入
し
て
、
お
気
軽
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

◎
本
部
主
催
の
労
働
者
供
給
事
業

「
登
録
研
修
会
」
（
会
場
＝
け
ん

せ
つ
プ
ラ
ザ
東
京
）
日
程

●
10
月
11
日
（
金
）

18
時
半
受

付

19
〜
21
時

●
12
月
22
日
（
日
）

9
時
半
受

付

10
〜
12
時

◎
参
加
者
が
用
意
す
る
も
の（「
登

録
研
修
会
」
当
日
に
ご
持
参
く
だ

さ
い
）

①
健
康
保
険
証
の
コ
ピ
ー

②
運
転
免
許
証
の
コ
ピ
ー
※
有
効

期
限
内
の
も
の

③
持
っ
て
い
る
資
格
証
の
コ
ピ
ー

④
雇
用
保
険
番
号
の
わ
か
る
も
の

※
雇
用
保
険
を
か
け
た
こ
と
の
あ

る
人

⑤
年
金
番
号
の
わ
か
る
も
の

※
年
金
手
帳
の
コ
ピ
ー

【
作
業
主
任
者
】

石
綿
（
石
綿
使
用
の
建
築
物
等
の

解
体
・
リ
フ
ォ
ー
ム
作
業
）
10
月

15
日
〜
16
日
（
火
水
）
池
袋
、
1

万
1
千
円

酸
欠
・
硫
化
水
素
（
暗
渠
・
マ
ン

ホ
ー
ル
・
槽
・
ピ
ッ
ト
等
で
の
作

業
）
10
月
23
日
〜
25
日
（
水
木
金
）

池
袋
、
1
万
9
千
円

【
特
別
教
育
な
ど
】

職
長
・
安
全
衛
生
責
任
者
10
月
9

日
〜
10
日
（
水
木
）
池
袋
、
1
万

4
千
円

足
場
作
業
主
任
者
の
能
力
向
上
教

育
（
作
業
主
任
者
修
了
者
へ
の
、

お
お
む
ね
5
年
毎
の
再
教
育
）
10

月
23
日
（
水
）
池
袋
、
8
千
円

足
場
①
10
月
1
日
（
火
）
池
袋
、

②
11
月
6
日
（
水
）
池
袋
、
7
千

円フ
ル
ハ
ー
ネ
ス
10
月
9
日
（
水
）

池
袋
、
8
千
円

【
建
築
士
講
習
】
（
東
京
土
建
Ａ

Ｔ
Ｅ
Ｃ
）

建
築
士
定
期
講
習
10
月
10
日（
木
）

池
袋
、
1
万
円

管
理
建
築
士
講
習
（
建
築
士
事
務

所
で
管
理
建
築
士
と
な
る
予
定
・

将
来
見
込
の
方
）
10
月
16
日
（
水
）

池
袋
、
1
万
2
千
円

◆
技
術
研
修
セ
ン
タ
ー
で
は
、
2

級
・
1
級
建
築
士
と
2
級
・
1
級

施
工
管
理
技
士
の
準
備
講
座
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
来
年
、
組
合
員

で
講
師
が
可
能
な
方
は
技
術
研
修

セ
ン
タ
ー
（
☎
5
9
5
0
―
1
7

7
1
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

造
作
大
工
（
正
規
・
短
期
）

桑
原
満
（
板
橋
支
部
）

☎
0
8
0
―
8
8
7
6
―
6
6
8
9

空
調
工
事
、
ダ
ク
ト
工
事
、
配
管
工
事

（
正
規
・
請
負
）

㈱
ア
ク
ア
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
（
府
中

国
立
支
部
）

☎
0
4
2
―
5
0
6
―
7
7
4
6

駐
車
場
工
事
ス
タ
ッ
フ
（
正
規
）

㈱
ア
イ
エ
ス
デ
ィ
ー
（
板
橋
支
部
）

☎
3
9
3
4
―
3
1
4
0

電
気
工
（
正
規
）

㈱
谷
井
電
工
（
葛
飾
支
部
）

☎
0
9
0
―
8
8
5
7
―
0
3
8
0

軽
鉄
、
ボ
ー
ド
貼
（
正
規
）

㈲
エ
ヌ
ア
ン
ド
ワ
イ
（
葛
飾
支
部
）

☎
0
5
0
―
5
4
3
5
―
6
7
1
3

現
場
管
理
（
正
規
）

㈱
白
鳥
（
葛
飾
支
部
）

☎
3
6
0
1
―
8
4
8
6

ク
ロ
ス
職
人
（
請
負
）

㈱
ワ
ン
オ
ア
エ
イ
ト
（
葛
飾
支
部
）

☎
6
2
4
0
―
7
8
9
8

造
園
（
正
規
・
短
期
）

㈲
城
北
造
園
（
練
馬
支
部
）

☎
0
9
0
―
2
7
9
5
―
4
3
9
1

Ｌ
Ｇ
Ｓ
＋
ボ
ー
ド
（
正
規
）

㈱
す
が
わ
ら
内
装
（
江
戸
川
支
部
）

☎
0
9
0
―
5
1
9
3
―
0
9
8
3

現
場
管
理
監
督
（
正
規
）

㈱
解
良
工
務
店
（
足
立
支
部
）

☎
3
6
0
6
―
1
3
6
5

基
礎
工
事
（
正
規
）

高
橋
基
興
㈲
（
小
平
東
村
山
支
部
）

☎
0
9
0
―
3
2
1
8
―
3
7
1
3

造
作
大
工
、
ク
ロ
ス
工
（
請
負
）

㈱
エ
ニ
シ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
品
川

支
部
）

☎
5
7
1
8
―
6
4
0
2

大
工
（
正
規
）

形
山
建
築
（
荒
川
支
部
）

☎
0
9
0
―
7
2
4
4
―
3
2
0
1

機
械
設
置
作
業
（
正
規
）

㈱
Ｔ
・
Ｉ
ト
ラ
ス
ト
テ
ク
ノ（
江
戸
川
支

部
）

☎
6
3
2
7
―
4
2
0
2

通
信
ケ
ー
ブ
ル
工
事
、
電
気
工
事
補
助

員
（
正
規
）

シ
ン
ネ
ク
ス
ト
（
北
支
部
）

☎
0
9
0
―
6
3
1
9
―
4
4
3
8

清
掃
工
（
短
期
）

昭
和
建
装
㈱
（
台
東
支
部
）

☎
3
8
6
2
―
6
7
7
1

内
装
（
正
規
・
短
期
・
請
負
）

㈱
シ
テ
ィ
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
多
摩
西

部
支
部
）

☎
0
4
2
―
5
1
9
―
4
6
9
3

エ
コ
カ
ラ
ッ
ト
、
タ
イ
ル
、
ク
ロ
ス（
請

負
）

㈱
ク
リ
ッ
プ
（
足
立
支
部
）

☎
0
7
0
―
6
9
8
5
―
4
2
7
4

清
掃
、
内
装
、
大
工
、
設
備
、
等（
正
規

・
請
負
）

暮
ら
し
リ
フ
ォ
ー
ム
㈱（
西
東
京
支
部
）

☎
5
9
4
2
―
4
7
8
6

山
留
鍛
冶
（
正
規
）

共
立
鋼
機
㈱
（
江
東
支
部
）

☎
0
4
7
―
3
9
8
―
7
9
1
4

建
築
金
物
取
付
（
正
規
）

豊
四
季
（
江
戸
川
支
部
）

☎
6
7
5
5
―
1
9
6
6

樋
、
板
金
工
事
及
び
現
場
管
理（
正
規
・

請
負
）

㈱
久
保
カ
ワ
ラ
店（
小
平
東
村
山
支
部
）

☎
0
4
2
―
4
6
2
―
5
2
4
2

安
心
し
て
働
け
る
賃
金
、環
境

労 働 者
供給事業

い
よ
い
よ
本
格
稼
働
へ

45

罰
則
あ
り
至
急
対
応
を

建
設
業
に
お
け
る
働
き
方
改
革
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